
 

 
 
 

飯塚市行財政改革実施計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１８年１１月 

飯 塚 市 
 



目   次 
ページ 

１ 策定の主旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
 
２ 実施期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
 
３ 推進体制と進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
 
４ 実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
  
（１）推進項目の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２～３ 

  
（２）推進項目集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  
（３）推進項目個別一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５～２１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 策定の主旨 
  この行財政改革実施計画は、「飯塚市行財政改革大綱」が目指す「行財政の簡素化・効率化を図り、

安定した行財政基盤の確立及び市民と行政が協働した自主・自立したまちづくりの推進」を実現す

るために策定します。 
  また、実施計画では、行財政改革大綱に掲げる 
   ① 行政経営の視点に立った簡素で効率的な行財政運営の確立 
   ② 地域の個性及び特性を生かした一体性・均衡ある発展の確保 
   ③ 市民の視点に立った行政サービスの推進 
   ④ 市民との協働（パートナーシップ）による行政運営の構築 
   ⑤ 分権型社会に対応した自主・自立性が発揮できる組織体制の確立 
 の推進項目を実施項目として取り組みます。 
 
２ 実施期間 
  行財政改革実施計画の実施期間は、平成１８年度から平成２２年度の５年間とし、大綱及びこれ

に基づく実施計画は、社会情勢の変化等に応じて、必要な時点で随時見直しを図るものとします。 
 
３ 推進体制と進行管理 
  飯塚市行財政改革推進本部を中心として行財政改革実施計画を全庁的に推進いたします。 

また、この計画の実施状況について、飯塚市行財政改革推進委員会（附属機関）に報告し、点検

や評価を受けるなど適切な進行管理を行いながら取り組むとともに、市報やホームページ等で広く

公表していきます。 
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４ 実施計画 
 
（１）推進項目の体系 

大分類 中分類 小分類 

（１）財政の収支バランス改

善に向けた行財政の簡素・効

率化の推進 

① 全事務事業のゼロベースからの見直し 

② 民間の経営手法を取り入れた事務事業の効率化・重

点化 

③ 補助金等の整理合理化 

④ 歳入の確保 

⑤ 公共工事 

（ア）公共工事コストの縮減 

（イ）入札・契約の適正化 

⑥ 行政評価制度の導入 

⑦ 公会計の整備 

（２）民間委託等による民間

活力の活用 

① 民間委託等の推進 

② 指定管理者制度の活用 

③ PFI 手法の適切な活用の検討 

④ 市場化テスト（公共サービス改革法）の実施の検討 

（３）公共施設の統合整理及

び有効活用等 

① 公共施設の統合整理等 

② 公共施設（空きスペース等）の有効活用 

③ 公共施設のサービス向上 

（４）地方公営企業の経営健

全化 

 

Ⅰ 行政経営の視点に立っ

た簡素で効率的な行財政運

営の確立 

（５）外郭団体等の経営の健

全化 

 

Ⅱ 地域の個性及び特性を

生かした一体性・均衡ある

発展の確保 

（１）地域の物的、人的資源

を有効活用し、地域の個性及

び特性を生かした一体性・均

衡ある発展の確保 

① 高齢者や有識者等の人材活用 

② 豊かな自然や歴史・文化遺産の保護と活用 

③ 行政サービスの統一・平準化 

Ⅲ 市民の視点に立った行

政サービスの推進 

（１）便利でわかりやすいサ

ービスの提供 

① 窓口サービスの向上（市民への適切な対応） 

② わかりやすい事務手続きの推進 

③ 行政サービスの情報化の推進 

 

Ⅳ 市民との協働（パート

ナーシップ）による行政運

営の構築 

（１）人権が大切にされ、個

性ある市民と協働のまちづ

くりの推進 

① 市民との協働の推進と地域コミュニティの活性化 

② 市民の参画機会の拡充 

③ パブリック・コメント（市民意見募集手続）制度の

導入 
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大分類 中分類 小分類 

 （２）公正で透明性の高い行

政運営の推進 

① 情報公開及び個人情報保護制度の充実 

② 監査機能等の充実強化 

③ 市民への情報提供等の充実 

④ 審議会等附属機関の見直し 

（１）時代の変化に即応した

柔軟で効率的な組織・機構の

構築 

 

（２）組織のフラット化と庁

内分権の推進 

 

（３）定員管理及び給与の適

正化 

 

Ⅴ 分権型社会に対応した

自主・自立性が発揮できる

組織体制の確立 

（４）職員の意識改革と人材

育成 

① 意識改革 

② 人材育成 

③ 人事制度の確立 

 



18 19 20 21 22

１　行政経営の視点に立った簡素で効率的な行財政運営の確立

（１）財政の収支バランス改善に向けた行財政の簡素・効率化の推進

　①　全事務事業のゼロベースからの見直し 21 123,170 471,889 698,706 711,578 717,985 2,723,328

　②　民間の経営手法を取り入れた事務事業の効率化・重点化 1 14,000 14,000 14,000 14,000 56,000

　③　補助金等の整理合理化 1 3,934 176,013 414,157 417,824 431,035 1,442,963

　④　歳入の確保 17 157,131 266,982 313,744 1,117,691 1,117,680 2,973,228

　⑤　公共工事

（ア）公共工事コストの縮減 1
（イ）入札・契約の適正化 1
　⑥　行政評価制度の導入 1
　⑦　公会計の整備 1
（２）民間委託等による民間活力の活用

　①　民間委託等の推進 1
　②　指定管理者制度の活用 1 39,095 119,497 119,497 119,497 397,586

　③　PFI手法の適切な活用の検討 1
　④　市場化テスト（公共サービス改革法）の実施の検討 1
（３）公共施設の統合整理及び有効活用

　①　公共施設の統合整理等 9 37,573 136,164 281,041 281,041 735,819

　②　公共施設（空きスペース等）の有効活用 2 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000

　③　公共施設のサービス向上 1
（４）地方公営企業の経営健全化 1
（５）外郭団体等の経営の健全化 2 18,294 18,294 18,294 54,882

２　地域の個性及び特性を生かした一体性・均衡ある発展の確保

（１）地域の物的、人的資源を有効活用し、地域の個性及び特性を生
かした一体性・均衡ある発展の確保
　①　高齢者や有識者等の人材活用 1
　②　豊かな自然や歴史・文化遺産の保護と活用 1
　③　行政サービスの統一・平準化 1
３　市民の視点に立った行政サービスの推進

（１）便利でわかりやすいサービスの提供

　①　窓口サービスの向上（市民への適切な対応） 2
　②　わかりやすい事務手続きの推進 1
　③　行政サービスの情報化の推進 1
４　市民との協働（パートナーシップ）による行政運営の構築

（１）人権が大切にされ、個性ある市民と協働のまちづくりの推進

　①　市民との協働の推進と地域コミュニティの活性化 5
　②　市民の参画機会の拡充 1
　③　パブリック・コメント（市民意見募集手続）制度の導入 1
（２）公正で透明性の高い行政運営の推進

　①　情報公開及び個人情報保護制度の充実 1
　②　監査機能等の充実強化 1
　③　市民への情報提供等の充実 1
　④　審議会等附属機関の見直し 1 185 5,624 9,637 10,886 10,886 37,218

５　分権型社会に対応した自主・自立性が発揮できる組織体制の確
立

（１）時代の変化に即応した柔軟で効率的な組織・機構の構築 3 136,983 136,983 205,474 205,474 684,914

（２）組織のフラット化と庁内分権の推進 1
（３）定員管理及び給与の適正化 7 14,997 861,451 586,184 699,371 1,071,588 3,233,591

（４）職員の意識改革と人材育成

　①　意識改革 1
　②　人材育成 2
　③　人事制度の確立 3

合　　計 98 299,417 2,159,610 2,597,366 3,745,656 4,137,480 12,939,529

（２）推進項目集計表

５年間計
効果見込額（千円）

項目数項　　　　目
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18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

実施 → → → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

実施 → → → →

実施 → → → →

実施 → → → →

検討 実施 → → →
公用車管理の見直し

車両ごとの稼動状況把握に努め、台
数の適正化を図る。

管財課

共通物品の経費節減

共通物品の使用について職員1人ひ
とりが一層の節約に努め更なる経費
の節減を図る。

契約課

時間外勤務管理の徹底

時間外勤務管理の徹底、ノー残業
デーの徹底、週休日の振替、勤務時
間の割振変更の促進等により時間外
勤務の縮減を図る。

人事課

公共施設の業務用電力
契約の見直し

現在の業務用電力契約をより効率的
な供給条件の内容に変更することに
より、大幅な電気料金の節減を図
る。

総務課

不必要な電気機器については、撤去
することにより電気料金の節減を図
る。 総務課

エレベーターの稼働台
数見直し

エレベーターの稼動台数を見直し、
毎月の保守点検委託料及び電気料の
節減を図る。 総務課

不必要な電気機器の撤
去

人材育成事業の抜本的
見直し

高校生海外派遣事業については、一
時凍結を含め、中学生の海外派遣事
業と併せ、総合的な人材育成の観点
から再検討を行う。

総合政策
課・学校教
育課

行政ネットワーク回線
の見直し

行政ネットワークについて業務系と
情報系（インターネット）の２回線
で構築しているものを１回線に変更
することにより回線使用料の節減を
図る。

情報推進課

（３）推進項目個別一覧

　①　全事務事業のゼロベースからの見直し

（１）財政の収支バランス改善に向けた行財政の簡素・効率化の推進

１　行政経営の視点に立った簡素で効率的な行財政運営の確立

計画年度 中心となる
担当部課

項　目 内　容
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18 19 20 21 22

実施 → → → →

検討・実
施

→ → →

検討・実
施

→ → →

検討・実
施

→ → → →

実施 → → → →

検討 → 実施 →

検討・実
施

→ → →

検討 実施 → → →福祉給付金給付事業見
直し

類似した給付事業との調整を行うな
ど、当事業の見直しを行う。

社会・障が
い福祉課

大規模投資的事業の見
直し

公共施設については、市町合併によ
る同一・類似目的の施設が多数存在
し、公の施設の統合整理及び有効活
用を図ることが必要である。このよ
うな中で、新たな公共施設の建設や
大規模改修工事は、より慎重に検討
を重ね、市民の理解を得なければな
らないものである。市民生活に密着
した事業、少子高齢社会対応・定住
化促進に向けた福祉・教育事業、雇
用拡大・創出事業、旧市町からの長
年の懸案事業等に対応する大規模投
資的事業についても、将来のまちづ
くりを見据え、一時凍結も含め、取
捨選択しながら実施しなければなら
ないものであるため、新市総合計画
と整合性をもった建設計画を策定す
る。

関係課

同一・類似目的等で設
置された公共的団体の
統合の推進

市民との協働のまちづくりを推進す
る上で、市と公共的団体等がこれま
で以上に連携・協力した体制づくり
を行うことが求められており、効率
的・効果的な事務事業の展開を図る
ため、公共的団体の早期統合を推進
する。

関係課

公営住宅建替事業の見
直し

平成18年度中に市営住宅ストック総
合活用計画を策定することから、公
営・改良住宅建替事業の見直しを行
う。 住宅課

飯塚オートレース場運
営の見直し

オートレース事業の直営を継続する
ため、構造改革を積極的に実施する
とともに、事業収支改善計画に則っ
た経費削減及び売上拡大を積極的に
展開していく中で、包括的民間委託
導入も視野に入れて検討する。

事業管理課

各種助成措置の節減

生活保護世帯に対する各種助成措置
については、合併協議に伴い11品目
を3品目に絞り、継続していたが、
本事業品目（ランドセル・水着・タ
オルケット）は生活扶助費に算定さ
れているため、節減の方向で検討す
る。

保護１・２
課

ごみ袋の形態の見直し

ごみ袋の形態については、ごみ袋の
購入費及び市民ニーズ等を総合的に
勘案し検討する。 環境施設課

公用車整備費の見直し

整備記録を基にした仕様書、予定価
格により公用車の車検等整備を実施
する。 管財課

項　目 内　容
計画年度 中心となる

担当部課
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18 19 20 21 22

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

実施 → → → →

効果見込額 123,170 471,889 698,706 711,578 717,985

18 19 20 21 22

検討 実施 → → →

効果見込額 14,000 14,000 14,000 14,000

18 19 20 21 22

実施 → → → →

効果見込額 3,934 176,013 414,157 417,824 431,035

補助金等の見直し

補助及び交付金については、総体的
な補助金交付基準（終期を設定し定
期的に見直す仕組みや一定の限度を
設定する内容等を盛り込む。）を早
期に策定するとともに、検討委員会
を設置し、総合的かつ客観的に個々
の補助金等の役割・効果等の評価を
行い、整理統合の可能性及び所期の
目的を達成したと認められるものの
廃止を検討する。また、旧市町等に
存在する同一・類似目的の団体で補
助金等を交付している団体について
は、組織統合の推進を図るととも
に、公益性・公平性・必要性・効果
経済性等を検討し、補助金等の整理
合理化を図る。

関係課

庁舎等清掃（維持管
理）の見直し

日常清掃業務として行なわれている
清掃委託業務の一部を職員で行な
う。 総務課

その他業務等見直しに
よる削減

全課における業務等の見直しを行
う。

全課

電算委託料の見直し

電算機器の初期投資経費と費用対効
果を再検証し、業務委託を見直しな
がら更なる経費の縮減を図る。 情報推進課

交際費の見直し

支出の必要性等を再検討し、更なる
見直しを行う。

関係課

普通建設事業の見直し

厳しい財政状況を踏まえ、重点化と
効率的な財源配分に取り組みつつ、
普通建設事業の削減を行う。 関係課

長寿祝金給付事業の見
直し

長寿祝金については、70歳以上の方
に一律5千円給付しているが、節目
の年齢である高齢者への給付に変更
する。

社会・障が
い福祉課

計画年度

　②　民間の経営手法を取り入れた事務事業の効率化・重点化

項　目 内　容

　③　補助金等の整理合理化

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容

計画年度
内　容

中心となる
担当部課

中心となる
担当部課

項　目
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18 19 20 21 22

検討 実施 → → →

実施 → → → →

検討 → 実施 →

検討 → 実施 →

検討 実施 → → →

検討 → 実施 →

検討 → 実施 →

検討 → 実施 → →児童クラブ利用料の見
直し

児童クラブ利用料については、合併
協議で決定された3,000円では、一
般財源からの持ち出しが多額であ
る。従って、適正な料金を検討し応
分の負担を利用者に求める必要があ
るため、今後、利用料金の見直しを
行う。

児童育成課

保育料の見直し

保育料について旧１市４町では、国
の徴収基準額に対して79％から99%
であったものを80%に統一した。な
お、保育料の適正な負担のあり方に
ついては、今後、他市の状況を勘案
しながら検討する。

保育課

ごみ収集手数料の見直
し

ごみ収集手数料については、市民生
活に密接しており、その与える影響
は多大なものであるが、ごみ収集・
運搬、処理に係る経費が増大してい
るのが現状であり、収集・処理経費
の削減を積極的に図りながら経費を
積算し直し検討する。

環境施設課

手数料の見直し

住民基本台帳事務及び印鑑登録事務
等並びに税証明関係事務に係る手数
料の見直しを検討する。 市民課・納

税管理課

法人市民税の均等割及
び法人税割の税率の見
直し

法人市民税の均等割及び法人税割の
税率の見直しを検討する。

課税課

固定資産税の税率の見
直し

固定資産税の税率の見直しを検討す
る。

課税課

総務課

課税客体の適正把握

市民税未申告者に対する指導、市民
税の市外扶養者、入湯税・償却資産
税課税対象事業者の実態調査等を随
時実施することにより、適正課税の
推進、公平性及び税収の確保が期待
できるため、毎年時期を定めて徹底
的に実施する。

課税課

職員の公共施設駐車場
利用の有料化

自動車通勤の職員の駐車場について
は、本庁、支所及び出先機関におい
て取扱いが異なっており、市民の理
解を得るとともに、公平性の確保及
び適正な財産管理の観点から、公共
施設駐車利用料を徴収する。なお、
短期雇用の臨時職員等や公共交通機
関では勤務場所まで通勤できない職
員もいることから、職員の意見を聴
きながら実施要領等を作成し実施す
る。

項　目
計画年度

内　容

　④　歳入の確保
中心となる
担当部課
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18 19 20 21 22

実施 → → → →

実施 → → → →

実施 → → → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →市有財産への有料広告
の掲載の推進

市民サービスの向上を図るための新
たな財源を確保するとともに、地域
経済の活性化に資するため、市有財
産への有料広告の掲載を推進する
「市有財産への広告掲載等に関する
要綱(仮称)」を早期に制定し、各部
署における取り組みを徹底する。

関係課

公の施設の使用料減免
の見直し

公の施設の使用料については、条例
の規定に基づき、主催・共催・後援
等の事業で公益性があると認められ
るものに対し、減免しているが、公
の施設の管理運営費は、広く市民が
負担しているため、市民の理解が得
られるよう「市の共催等に関する基
本要綱（仮称）」を早期に制定し、
受益者負担の観点から厳格な運用を
図るとともに、市民との協働におけ
る公の施設の役割の観点を含め減免
のあり方を見直を行う。

関係課

市立幼稚園の通園バス
利用料の見直し

市内私立幼稚園においては、通園バ
ス利用料を1,000円～2,500円程度徴
収しているが、市立幼稚園３園のう
ち庄内・かいた幼稚園は通園バスが
無料で利用できる。平成19年度か
ら、月額1,000円のバス利用料を徴
収する。

学校教育課

公立幼稚園預かり保育
実施について

市立幼稚園３園のうち、幸袋幼稚園
のみが預かり保育を実施しており、
庄内・かいた幼稚園は実施していな
い。平成1９年度より庄内・かいた
幼稚園においても実施する。

学校教育課

インターネット公売
（不動産、動産）の取
り組み

滞納整理を行うにあたり、換価でき
るものについては、積極的に処分・
換価し、滞納整理の強化に努めてい
るが、不動産、動産については換価
できておらず、不動産などは差押え
たままの状態となっていることか
ら、より税収増を図るために、業務
改革の一環としてインターネット公
売に取り組み、換価できていない動
産等を換価し、税収増の確保に努め
る。

納税管理課

企業誘致の推進

雇用の拡大、定住人口の増加、税収
の増加などや活気・活力あるまちづ
くりのため、企業誘致を進め、地域
経済の再生・活性化を図る。

商工振興課

市税等滞納整理対策の
実施

負担の公平性及び財源の確保の観点
から、市税、使用料、貸付金等の徴
収率の向上を目指して、具体的かつ
現実的な施策を講じながら、滞納整
理の集中的かつ計画的な実施を行
う。このため、内部の検討組織を設
置し、滞納防止及び滞納整理対策を
推進する。なお、各部署において
は、市税等の滞納者に対して、時期
を失することなく適正な納税等指導
を行うとともに、目標設定を行い、
徴収率の向上に努める。

関係課

項　目 内　容
計画年度 中心となる

担当部課
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18 19 20 21 22

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

効果見込額 157,131 266,982 313,744 1,117,691 1,117,680

18 19 20 21 22

検討 実施 → → →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

18 19 20 21 22

検討 →
実施

（試行）
→ →

総合政策
課・行財政
改革推進
室・財政課

行政評価制度の導入

限られた財源と人材のより効果的な
活用方策として、庁内で統一的な方
針のもと各種事務事業を評価するシ
ステムを確立するとともに、当該事
務事業評価をもとに施策・政策レベ
ルでの評価手法を検討し積極的に導
入を推進する。

入札・契約制度の改善

適正な価格で、より品質の高い社会
資本を確保するために、不良不適格
な業者を排除し、談合による落札率
の引き上げを防止する等のための調
査・検査体制の充実を図り、契約制
度の更なる改善を行う。

契約課

公共工事コストの縮減

「公共工事コスト縮減対策に関する
新行動計画」を早期に制定し、公共
工事の計画・設計等の見直しや、公
共工事発注の効率化等の施策を講じ
ることにより工事コストの縮減を図
る。また、今後開発される新工法等
の導入等によりさらなる縮減を図り
ながら、「機能・品質の確保」「不
当なしわ寄せの防止」「不正行為の
排除の徹底」に留意することで、適
正な価格で品質の高い公共財産が調
達できるよう努める。

関係課

公の施設の使用料の見
直し

受益者の負担の公平性と財源の確保
の観点から、使用料等の見直しを行
い適性化を図る。 関係課

基金の適切な運用

元本保証のより金利の高い債権等の
運用を行う。

財政課

計画年度 中心となる
担当部課

　⑤　公共工事

（ア）公共工事コストの縮減

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容

内　容

（イ）入札・契約の適正化

項　目

項　目
計画年度

項　目 内　容

内　容

　⑥　行政評価制度の導入

計画年度 中心となる
担当部課

中心となる
担当部課
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18 19 20 21 22

検討 → → 実施 →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

18 19 20 21 22

実施 → → → →

効果見込額 39,095 119,497 119,497 119,497

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → → →PFI手法の適切な活
用

PFIを活用した公共サービスの提供
を選択できるよう、早期に内部検討
組織を立ち上げ、その手法等につい
て調査研究を行う。 総合政策課

指定管理者制度の活用

市民サービスの向上及び管理経費の
縮減を図るため、指定管理者制度の
早期導入を推進する。また、すでに
同制度を導入している施設におい
て、利用料金制度を採用することに
より、管理者が企業努力を行うこと
で、少しでも収益が見込まれる施設
については、職員の事務の簡素・効
率化も考えられることから、利用料
金制度の採用を検討する。

関係課

民間活力等導入に関す
る方針・計画の策定

効率性や有効性の向上に向けた行政
経営の改革のために、民間企業の経
営手法を可能な限り公的部門に導入
していくこととし、「公共サービス
であっても民でもできる業務」につ
いては、大量定型的な業務や時期的
に集中する業務などはアウトソーシ
ングを取り入れる。また、「公でな
ければできない業務」についても、
外部の人的資源を可能な限り活用す
るなどの方針を策定し、積極的なア
ウトソーシングを展開する。なお、
導入にあたっては、市民サービスの
低下を避けつつコスト削減の効果が
得られるよう、職員配置適正化方針
に基づく職員数の削減状況と調整を
図り、計画的に推進する。

行財政改革
推進室

財務書類の整備・公表

「新地方公会計制度研究会報告書」
を踏まえ、発生主義の複式簿記の考
え方による国の作成基準に準拠した
財務書類の整備を行い情報を開示す
る。

財政課

　⑦　公会計の整備

項　目
計画年度 中心となる

担当部課

　①　民間委託等の推進

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容

計画年度 中心となる
担当部課

　②　指定管理者制度の活用

項　目
計画年度

担当課

内　容

内　容

内　容

　③　PFI手法（民間活力による社会資本整備手法）の適切な活用の検討

項　目

（２）民間委託等による民間活力の活用
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18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

検討・実
施

→ → →

検討・実
施

→ → → →

検討 → → 実施 →

検討・実
施

→ → → →

簡素で効率的な行政を推進する上で
市民サービスを行うに相応しい支
所・出張所のあり方の検討する。

八木山高原集会所・八木山ユースホ
ステルについては、民間譲渡を検討
し、将来の経費の削減を図る。

行財政改革
推進室

商工振興課

支所・出張所のあり方
についての検討

八木山高原集会所・八
木山ユースホステルの
民間譲渡の検討

公共施設の民間譲渡の
推進

民間と競合する施設、公の施設とし
ての役割を終え他の施設で代用でき
るもの、利用者がほとんどなく今後
も利用者増が見込めないものなどの
施設は、経費削減及び財源の確保の
観点から民間譲渡、廃止又は用途変
更を検討する。

行財政改革
推進室

公共施設のあり方につ
いての検討

公の施設の効果的・効率的な運用を
早急に検討する必要があり、指定管
理者制度の導入に止まることなく、
本来の公の施設としての役割を見直
し、廃止、統合、改善、有効利用等
も含めた総合的点検作業を行う必要
があることから市民や外部有識者等
を含めた公共施設のあり方検討委員
会（仮称）を早期に設置し、調査・
研究を行う。

行財政改革
推進室

市場化テストの積極的
な活用の検討

公共サービスについて、公共サービ
スの質の向上及び経費の節減を図る
観点から、市場化テストの積極的な
活用について、内部検討組織を立ち
上げ、実施に向けた検討を早期に行
う。

総合政策課

学校給食運営の見直し

学校給食については、給食センター
方式と自校式を併用しているが、給
食センターの老朽化に伴い建替えが
必要である。早急に学校給食運営審
議会で協議を行い、センター方式と
自校式の併用、すべて自校式又はす
べてセンター方式のどちらかに決定
し、別に設置予定の「公の施設のあ
り方検討委員会（仮称）」での協議
結果をもとに整備計画を策定する。
なお、センター方式、自校式を問わ
ず、民間委託も含め、検討する。

学校給食課

（３）公共施設の統合整理及び有効活用等

　①　公共施設の統合整理等

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容

中心となる
担当部課

項　目
計画年度

内　容

　④　市場化テスト（公共サービス改革法）の実施の検討
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18 19 20 21 22

検討 → → 実施 →

検討 実施 → → →

検討 → 実施 → →

検討・実
施

→ → →

効果見込額 37,573 136,164 281,041 281,041

18 19 20 21 22

検討 実施 → → →

検討・実
施

→ → →

効果見込額 150,000 150,000 150,000 150,000

野球場の管理運営の見
直し

市営野球場は市内に５箇所あり、そ
の内４箇所でナイター使用ができ
る。ナイターの利用者が年々減少傾
向にあり、管理経費の節減及び事務
の効率化等の観点から、ナイター利
用について検討する。

スポーツ振
興課

遊休資産の積極的な処
分

市の資産である遊休地等について
は、実態把握を行いながら、物件ご
との処理方針を定め、今後の活用方
針がないものについては、計画的か
つ積極的な売却を行うことで、管理
費の縮減と売却収入による自主財源
の確保を図る。

管財課

　②　公共施設（空きスペース等）の有効活用

項　目
計画年度

市立頴田病院の取扱い 病院局

内科常勤医師3名の派遣が平成19年
度から困難となり、また、既存の建
物は、建築後39年が経過し継続的な
施設の利用が困難なほど老朽化が著
しく、患者が漸減し医業収益が減収
し、平成17年度決算では、赤字とな
り、今後も大幅な赤字が予想され
る。このようなことから、現状有姿
で民間へ移譲する。

愛生苑及び頴田志ら川
荘の取扱い

愛生苑は、平成18年度中に飯塚広域
市町村圏事務組合から移譲される。
頴田志ら川荘については愛生苑へ統
合し、統合した愛生苑は民間へ移譲
する。

高齢者支援
課

公立保育所運営事業の
見直し

市内31箇所の保育所において保育業
務を実施しており、その内の１5箇
所が公立保育所となっている。公立
保育所と私立保育所を比較すると、
その運営に係る経費（特に人件費）
には大きな開きがあるため、施設の
配置や定員の見直しについては、平
成19年3月までに出される予定の次
世代育成施策推進委員会の答申に
沿って検討する。

保育課

中心となる
担当部課

公共施設（空きスペー
ス）の有効利活用の推
進

「公共施設のあり方検討委員会（仮
称）」において、支所や小中学校な
ど公共施設の空きスペースの有効利
活用について検討する。

行財政改革
推進室

内　容

内　容
計画年度 中心となる

担当部課
項　目
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18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → → →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

18 19 20 21 22

検討 実施 → →

検討 → 実施 → →

効果見込額 18,294 18,294 18,294

外郭団体等の統廃合を
含めた見直し

外郭団体等については、自立した団
体として運営の効率化を図るととも
に、業務内容や経営内容、公的支援
（人的支援を含む。）のあり方など
について検証し、市民に情報を公開
しながら、統廃合を含めた検討を行
う。また、外郭団体等向けの補助
金、委託金については、義務的に支
払いが必要なものなどやむを得ない
ものを除き、今後５年間で５％以上
の抑制を図る。

関係課

外郭団体等との随意契
約の見直し

外郭団体等との随意契約について
は、国の取り組みを踏まえ、住民の
視点に立って厳格かつ徹底的な見直
しを行い、適正化に向けた検討を早
期に実施する。

関係課

中長期経営計画の策定

上下水道事業については、現在検討
中の新市における基本計画等を考慮
しながら中長期経営安定化計画を策
定する。なお、公営企業は独立採算
であるため、さらなる民間活力の導
入、組織の見直し及び施設の統廃合
等、経費縮減に努める。将来赤字が
予想される場合は、使用料の改定時
期、改定率を検討し、経営の健全化
に向けた取り組みを行う。

上下水道部

公の施設等の利用者増
に向けた改善

開館日、開館時間が定められている
が、より多くの市民に利用していた
だくために、開館日の拡大や開館時
間の延長等について検討を行うとと
もに、市民の意見・提案を聴くため
に定期的にアンケート調査を実施
し、市民ニーズの把握に努め、施設
運営や実施事業等に反映させる。ま
た、スポーツ施設の「体育の日」の
無料開放やスポーツ施設、文化・生
涯学習施設等の無料利用券の配付な
ども検討するとともに、保育所・幼
稚園、小中学校、高等学校の児童生
徒の生涯学習の一環としての活用な
ど、施設の有効利活用策を検討す
る。

関係課

項　目

　③　公共施設のサービス向上

内　容
計画年度 中心となる

担当部課

（４）地方公営企業の経営健全化

（５）外郭団体等（地方公社、一部事務組合、第３セクターなど）の経営の健全化

項　目
計画年度 中心となる

担当部課

項　目
計画年度 中心となる

担当部課

内　容

内　容
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18 19 20 21 22

実施 → → → →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → → →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → → →行政サービスの統一・
平準化

合併時に調整できなかった事務事業
や、暫定的な措置として経過措置を
設けている事務事業などについて
は、地域間格差が生じているものも
多数あり、地域の一体性・均衡ある
発展の確保のためには、早期の統
一・平準化することが課題であり、
本市の財政状況や地域の実情等を勘
案しながら、市民、地域や関係団体
等と積極的に協議・調整を行い、改
善を図る。

行財政改革
推進室

イベントなどの見直し

地域のまつり、イベントについて
は、その必要性や意義、費用対効果
等の面から、内容の総点検を行い、
廃止、統合、拡充など幅広く見直す
とともに、実施にあたっては経済性
や効率性の観点から最も有効な手法
を検討する。

関係課

高齢者、有識者、大学
生等の人材活用

本市は高齢化が進んだまちであり、
また、市内には３大学があり多くの
教授、学生、留学生が居住してい
る。地域の個性及び特性を生かした
一体性・均衡あるまちづくりを展開
するために、高齢者や学生などがも
つ知識・経験や発想を地域に活かす
ための取り組みを積極的に推進す
る。そのためには、まちづくりを
コーディネートするリーダーたる人
材を発掘し育成するため、意欲を
持った人材がまちづくりの考え方や
手法を学ぶ場を提供するとともに、
種々の講座の開催や退職者、高齢
者、学生の参加によるまちづくりの
ための啓発などを実施し、まちづく
りに必要な人材や組織を育成する。

関係課

（１）地域の物的、人的資源を有効活用し、地域の個性及び特性を生かした一体性・均衡ある発展の確保

　①　高齢者や有識者等の人材活用

　②　豊かな自然や歴史・文化遺産の保護と活用

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容

２　地域の個性及び特性を生かした一体性・均衡ある発展の確保

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容

　③　行政サービスの統一・平準化

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容
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18 19 20 21 22

実施 → → → →

検討 試行

18 19 20 21 22

実施 → → → →

18 19 20 21 22

実施 → → → →
地域情報化の推進

全国的に電子自治体の構築推進が加
速化する状況において、地理的に不
利な地域や年齢等による情報格差が
発生しており、地域情報化の推進に
向け、関係機関等と協議・調整を行
いながら、計画的かつ効率的に推進
する。

情報推進課

市民カードの普及、自
動交付機の利用促進

住民票等自動交付機を本庁・支所・
出張所合わせて10台設置している
が、市民カードの普及・啓発を行
い、土・日曜日、休日及び夜間も利
用できる利便性等について広報に努
めるなど、利用促進策を積極的に推
進し、同自動交付機の利用率を上
げ、住民サービスの向上を図る。

市民課

窓口等における市民へ
の適切な対応

市民に対する接遇については、職員
への啓発、研修を行うとともに、職
員の資質向上を図り、行政サービス
の質的な向上を推進する。市民にわ
かりやすいことばを使用すること
で、市民との情報共有や、市民のた
めの仕事といった職員の意識改革を
推進するため、マニュアル等を作成
し活用する。

人事課

職員時差出勤制度（フ
レックスタイム制度）
の導入による窓口業務
の延長の検討

職員時差出勤制度（フレックスタイ
ム制度）の導入により窓口業務の延
長を検討する。

人事課

計画年度 中心となる
担当部課

項　目

計画年度

３　市民の視点に立った行政サービスの推進

（１）便利でわかりやすいサービスの提供

　①　窓口サービスの向上（市民への適切な対応）
中心となる
担当部課

内　容

　②　わかりやすい事務手続きの推進

　③　行政サービスの情報化の推進

項　目
中心となる
担当部課

項　目
計画年度

内　容

内　容

16



18 19 20 21 22

実施 → → → →

検討・実
施

→ → → →

検討・実
施

→ → → →

検討・実
施

→ → → →

実施 → → → →

18 19 20 21 22

検討 実施 → → →審議会・協議会等附属
機関の見直し

審議会等において、より効率かつ実
効ある審議・審査を行うため、審議
会等の設置、運営等の総合的な指針
を早期に制定し、女性委員、公募委
員の拡大等を推進する。

総合政策
課・関係課

ボランティアの活動の
拡充

市民のみならず、ボランティア団体
への広報ＰＲ活動を積極的に行い、
活動の拡充を図る。 総合政策

課・関係課

協働のまちづくりに向
けた職員の意識改革と
地域活動への参画の推
進

市主導型の行政から市民総参加によ
る協働型社会への展開を推進する必
要があることから、職員の意識改革
を促すとともに、地域活動に対する
市職員の自主的・主体的な参加を促
進する。さらに、市民に対して地域
活動への参画を促進するような啓発
活動を行う。

総合政策
課・市民
課・生涯学
習課・関係
課

行政パートナー制度導
入の検討

支出を抑えつつ行政サービスを維持
するため、行政に代わり市民自らが
知識・経験・時間を活かして公共
サービスの提供に協力する「行政
パートナー制度」の導入について検
討する。

総合政策
課・市民
課・生涯学
習課・関係
課

地域自治組織等と行政
との連携のあり方の検
討

地域自治組織等と行政との連携のあ
り方を検討するための内部検討組織
を早急に設置し、地域コミュニティ
を構築するうえでの問題点や課題を
整理・把握し、関係団体等と協議を
行いながら、まちづくりに関する共
通認識の形成や意識醸成を図るとと
もに、様々な活動主体とネットワー
ク化を進め、まちづくりの推進母体
となる地方自治組織等の形成に向け
た取り組みを推進する。

総合政策課

まちづくりのための市
政懇談会（タウンミー
ティング）の定期的な
開催

市政情報を共有することで市民の理
解を得るとともに、市民の声を市政
に活かしていくことで、市民と行政
との協働によるまちづくりを進める
ための意識を醸成していくため、市
政における課題等からテーマを選択
し毎年１回程度市政懇談会（タウン
ミーティング）を実施する。

総合政策
課・関係課

中心となる
担当部課

中心となる
担当部課

　①　市民との協働の推進と地域コミュニティの活性化

４　市民との協働（パートナーシップ）による行政運営の構築

（１）人権が大切にされ、個性ある市民と協働のまちづくりの推進

　②　市民の参画機会の拡充

項　目 内　容

項　目 内　容
計画年度

計画年度
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18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → → →

18 19 20 21 22

実施 → → → →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

18 19 20 21 22

実施 → → → →

自治体のホームページは、単に行政
情報を提供するものから、インター
ネット上に構築する電子入札や電子
申請等の電子自治体そのものへと変
化することが求められている。その
ため、利用者の視点に立ったアクセ
スの容易さ、使いやすさ、ユニバー
サルデザインを踏まえた画面設計な
どに留意し、更なるホームページ機
能の充実を図る。

情報推進課

外部監査制度導入等に
よる監査機能等の充
実・強化

外部監査制度など新たな監査制度の
導入を検討し、監査機能等の充実・
強化を推進する。また、事務局も土
木、建設、設備工事等がチェックで
きる再任用職員等の採用も検討し、
監査委員の補助として効果的・効率
的かつ適正な事務事業となっている
かなどを事細かにチェックできる体
制を再構築する。

監査事務局

総合政策課

広報活動の充実及び個
人情報保護の推進

広報活動は、市政全般に関する正し
い情報を発信し、市民との協働によ
るまちづくりを進め、市政への理解
と協力を得るうえで重要なものであ
る。広報活動に対する職員の意識を
改革するとともに、効果的・効率的
な広報活動を再構築し、市政情報の
積極的な発信を目指す。また、市の
機関における個人情報の取り扱いの
徹底、保護に努めるとともに「個人
情報保護条例」の適正な運用に努め
る。

関係課

項　目
計画年度 中心となる

担当部課

　①　情報公開及び個人情報保護制度の充実

内　容

項　目
計画年度

（２）公正で透明性の高い行政運営の推進

パブリック・コメント
制度の導入

制度導入や計画策定時の過程におい
て、素案、趣旨、内容等必要な事項
を広く公表し、市民から意見を求
め、提出された意見に対する市の考
え方を公表するなど、市民の意見を
反映させていく制度を早期に導入す
る。

内　容

項　目
計画年度 中心となる

担当部課

項　目
計画年度

内　容

内　容

　②　監査機能等の充実強化

　③　市民への情報提供等の充実

中心となる
担当部課

　③　パブリック・コメント（市民意見募集手続）制度の導入

中心となる
担当部課

利用者の視点に立った
ホームページ機能の充
実
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18 19 20 21 22

実施 → → → →

効果見込額 185 5,624 9,637 10,886 10,886

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

効果見込額 136,983 136,983 205,474 205,474

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

定員削減を前提としつつ、市民ニー
ズや喫緊の課題に対する適切な対応
の確保と、より迅速な意思決定を可
能とするような、スリムで柔軟かつ
効率的で市民にわかりやすい組織・
機構体制の確立を図るため、部、
課、係の統廃合を行う。また、本庁
と支所との連携を深めるため、事務
決裁規程等の見直しを行う。

臨時職員数の削減

事務事業の整理合理化、組織・機構
の再編により、一層の削減を行う。

行財政改革
推進室

行財政改革
推進室

行財政改革
推進室

抜本的な組織・機構改
革の実施

組織のフラット化の検
討・実施

現在、本市の組織は、合併に伴って
総合支所方式を採用するとともに、
係と課長補佐を配置する「係制」が
基本となっているが、係の職員数及
び係間の縦割りによる弊害など事務
処理や意思決定などの対応に支障を
招くことがあることから、早急にフ
ラット化のメリット、デメリットを
研究し、部分的導入なども含めて、
将来フラット化への移行を検討す
る。

附属機関である審議
会、協議会等委員の選
出方法、委員数の見直
し

附属機関である審議会等について
は、設置目的を勘案しながら、所管
の部署で設置・運営しているが、委
員の過度の重複や長期就任、女性登
用率の低迷、あるいは市民公募の有
無等を含み、設置・運営について取
り扱いに差異があるため、基本的な
ルールを設定する。また、パブリッ
ク・コメント制度やタウンミーティ
ングの開催など市民からの意見を募
集することにより、委員数の見直し
を行い、原則として20%削減を目標
とする。なお、すでに審議会等が設
置されているものについては、委員
の任期満了時点で適切な委員選出方
法及び委員数を検討する。

関係課

内　容

　④　審議会等附属機関の見直し

中心となる
担当部課

項　目
計画年度 中心となる

担当部課
内　容

（２）組織のフラット化と庁内分権の推進

事務事業の整理合理化、組織・機構
の再編により、一層の削減を行う。

非常勤嘱託職員数の削
減

行財政改革
推進室

内　容

５　分権型社会に対応した自主・自立性が発揮できる組織体制の確立

（１）時代の変化に即応した柔軟で効率的な組織・機構の構築

項　目
計画年度 中心となる

担当部課

項　目
計画年度
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18 19 20 21 22

検討 実施 → → →

検討・実
施

→ → → →

検討・実
施

→ → → →

検討 実施 → → →

実施
検討・実
施

→ → →

検討 実施 → → →

検討 実施 → → →

効果見込額 14,997 861,451 586,184 699,371 1,071,588

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → →

人事課

時間外手当の削減

事務事業の効率化を図り、予算ベー
スで10％を削減する。

人事課

人事課

旅費（航空運賃）の支
給見直し

航空運賃については、旅費担当課が
実勢価格を調査し、期間を定めて定
額を支給しているが、パック料金等
を活用すれば安価になることも考え
られるため、旅行業者への出張に係
る事務委託について検討する。

日当の支給額の見直し

日当の支給については、現在、県内
日帰りの日当を廃止し、県内宿泊と
県外出張について支給しているが、
廃止を含めた削減について検討す
る。

人事課

特別職の報酬の減額等

市長の給与10%カット、助役・教育
長・水道事業管理者の給与5%減額を
行い、収入役は未設置としている。
19年度以降の継続及び削減率につい
ては、18年度中に検討する。

一般職の職員給与の減
額

管理職手当の削減

職員提案制度の導入

職務に関して常に改善意識の向上を
図るため職員提案制度を導入する。

行財政改革
推進室

人事課
定員適正化計画の策
定・実施

合併によるスケールメリットを最大
限に活かしながら、事務事業の整
理・効率化、民間委託の推進（指定
管理者制度導入含む。）、組織の合
理化、職員の適正配置の観点から定
員適正化計画を策定し、順次実施す
る。平成23年4月までに全職員数を
平成18年度に比べ13．9%（168人）
削減することを目標とする。

項　目

国家公務員に準じ、新給料表の導入
等職員給与の見直しを図る。また、
地域手当の見直しを行う。

財政状況を勘案し、管理職手当の特
例減額を実施する。

人事課

行財政改革
推進室

計画年度

（３）定員管理及び給与の適正化

内　容
中心となる
担当部課

項　目 内　容
計画年度 中心となる

担当部課

（４）職員の意識改革と人材育成

　①　意識改革
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18 19 20 21 22

実施 → → → →

実施 → → → →

18 19 20 21 22

検討・実
施

→ → → →

検討・
実施

→ →

検討・実
施

→ → → →

職員研修制度の改善・
強化

接遇などのコミュニケーションスキ
ルの強化をはじめ、市民の視点に
立った職務遂行を心がけるための研
修を強化する。また、自らの業務を
より効率的・効果的に見直すことで
成果重視の行政運営が図られるよ
う、事務改善能力や政策形成能力の
向上に努め、プロ意識の高い人材を
育成する。

人事課

地方分権をはじめとして、時代の大
きな変化に対応するために、採用か
ら定年に至る職務期間ごとの配置管
理と研修等をリンクさせながら、広
範な知識と経験を持つとともにその
分野におけるスペシャリストとして
の職員を育成する。特に、法務能
力、情報能力、企画立案能力など一
般の職場では習得しがたい知識や能
力を持つ職員の育成を図りながら、
職員自身が法務研修、パソコン研
修、接遇研修などの講師として職員
研修が行えるよう、各種指導者研修
等を活用しながら内部講師の養成を
推進する。

人事課スペシャリストの育成

新人事評価制度の試行
と導入

職員一人ひとりの能力、職務上の実
績などを客観的に把握し、公平・公
正に評価する効果的な新人事評価制
度の試行を行い、段階的導入を図
る。

人事課

昇任資格試験の導入

職員の昇任に際しては、新人事評価
制度とともに昇任資格試験の活用を
検討する。

人事課

希望異動選択制度

複雑、多岐にわたる業務に対し、職
員個々が持っている得意分野の能力
を発揮することによる職員の「やる
気」の掘り起しを図る。

人事課

　②　人材育成

　③　人事制度の確立

項　目 内　容
計画年度 中心となる

担当部課

項　目 内　容
計画年度 中心となる

担当部課
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